
動物の輸出入検疫速報（平成25年6月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,434 -
　豚 143 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 14 -

　馬 384 10

　その他の馬科 - -

　兎 64 4

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 50,685 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 7,014

　犬 601 625
　猫 140 213
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 196

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　※：家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,804,100 963,762 15,603 91,183 63,650 - 2,938,298

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

57,758,747 67,031,861 1,752,103 16,624 251 - 365,325

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,142,175 - 228,404 26,569 1,099,339 2,431,749 341,706

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

57,459 395,569 1,864 34,426,656 - 686,623 3,785,258

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

30,557,119 2,911,279 205,016,680

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

166,540 64,207 738 - - - 75,399

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管等

1,952,974 10,968 254,331 1,574,898 3,647 - 392,740

加熱処理その他
の家禽臓器

計

125 4,496,567

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

2,277 482,616 18,069 502,962

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,749,509 1,417,138 - - 10,164 - 61,510

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

73,780 - - 3,312,101

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 6,661 572 23,599 - 2,458 7,098

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 306,530 - 1,537 348,453

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

73,824 5 - - 73,830

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

78,587 128 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

15,339,330 57,015 504,270 15,900,615

総計

232,589,505

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及
　　びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処
　　理施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家禽肉由来のものは含まない。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成25年6月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：Kg）

皮類

毛類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

骨類

肉類

その他
畜産物

わら類

ミール類

臓器類

卵類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - 61 - - -

その他の骨 計

- 61

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

65,644 153,969 - - - - 535

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

2,777 209 27 - 706,239 - 26,692

計

956,091

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 50 - 170 35,910 11,429 -

非加熱
その他の臓器

計

- 47,560

殻付卵 液卵 その他の卵 計

90,999 - 468  91,467

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,078,186 5,450,488 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,528,674

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - - - 30 -

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 21,137 - - 21,167

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - - 0

総計

7,645,019

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

　輸出畜産物検疫数量速報（平成25年6月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類


